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平成１８年度

税率課税所得の段階

３％２００万円以下の金額
町
民
税

８％２００万円超７００万円以下の金額

１０％７００万円超の金額

２％７００万円以下の金額県
民
税 ３％７００万円超の金額

平成１９年度

税率課税所得の段階

６％一律

４％一律

平成１８年分

税率課税所得の段階

１０％３３０万円以下の金額

所　

得　

税

２０％３３０万円超９００万円以下の金額

３０％９００万円超１,８００万円以下の金額

３７％１,８００万円超の金額

住民税、所得税の税率が変わりました

平成１９年分

税率課税所得の段階

５％１９５万円以下の金額

１０％１９５万円超３３０万円以下の金額

２０％３３０万円超６９５万円以下の金額

２３％６９５万円超９００万円以下の金額

３３％９００万円超１,８００万円以下の金額

４０％１,８００万円超の金額

�

�

定率減税の廃止
　　平成１１年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が廃止され
ます。
　　住民税　税額の７.５％相当額（最高２万円）が平成１９年６月分から廃止。
　　所得税　税額の１０％相当額（最高１２万５千円）が平成１９年１月分から廃止。

調整控除　
　　税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額（扶養控除や基礎控除など）の差に基づく負担増を調

整するため税額控除が設けられました。
（調整控除額の計算）Ａ：所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
　　　　　　　　　　Ｂ：住民税の合計課税所得金額
　　（１）Ｂが２００万円以下の場合　　ＡとＢいずれか小さい額の５％
　　（２）Ｂが２００万円を超える場合
　　　　　　{Ａ－（Ｂ－２００万円）}の５％（２,５００円未満の場合は２,５００円）
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　住民税（町民税・県民税）が６月徴収分から、今までの３段階の税率から一律１０
パーセント（町民税６パーセント・県民税４パーセント）に変わります。
　国は「地方にできることは地方に」という方針のもと、「国庫補助負担金を減ら
す」「税源を地方に移譲する」「地方交付税を見直す」三位一体改革を進めてきまし
た。所得税と住民税の税率を変えることで、およそ３兆円の税源が国から地方へ移
譲されます。

※　特別徴収（給与から住民税が引かれる方）の場合は６月分から対象となります。
※　普通徴収（役場が作成した納税通知書により住民税を納めている方）の場合は
第１期分から対象となります。


